
 １ 監査等の種類  定期監査及び行政監査 

 ２ 監査の対 象  教育委員会 

令和７年度４月～１１月分 必要に応じて令和６年度分 

 ３ 監査の着眼点  令和７年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画 

（以下「実施計画」という。）に定める着眼点による 

４ 監査の実施場所  実施計画に定める実施場所 

５ 監査の日 程  令和７年１２月１日～令和７年１２月２２日及び 

          令和８年１月８日～令和８年２月２４日 

６ 監査の結 果 

   岐阜市監査基準に準拠し監査を実施したところ、次のような事項が見受けられ 

たので、改善に努められたい。 

   上記の事項以外については、おおむね適正に処理されているものと認められた。 

なお、軽微な事項については、別途指示した。 

 

[指摘事項] 

（１）未収金の回収について 

放課後児童クラブ事業収入の過年度未収金は、前年度末と比較して 11 件、 

44,000 円の減であるものの、令和 7 年 11 月末現在では 90 件、443,530 円であ 

る。 

今後とも、現年度未収金の早期回収を図ることで過年度未収金の発生を抑制す

るとともに、過年度未収金の早期回収に努められたい。    

 

（２）適正な財務会計事務の執行について 

ア 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 10条は、契約書を作成しない契約 

における支払の時期を「相手方が支払請求をした日から 15日以内の日と定めた

ものとみなす」と規定している。 

しかしながら、令和6年11月下旬、則武小学校の学校事務職員が市庁舎コンビ

ニエンスストアで注文した郵便切手（110円切手×50枚＝5,500円）及びレター

パック（単価430円×20枚＝8,600円）の購入代金14,100円について、12月2日、

郵便切手、レターパック及び請求書を受領後、請求書については則武小学校に 

おいて所定の場所（学校事務職員と教頭の机の間にある籠）とは異なり、郵便 

切手受払簿を綴じているフラットファイル（当該職員の鍵の掛かる引き出しで 

保管）内で保管したため、支払処理が遺漏となり、12月16日、当該職員が郵便 



切手使用のため当該フラットファイルを開いた際、支払がされていないことが 

判明した。当該支払について、契約書を作成しない契約のため、支払時期は12 

月16日までであるところ、12月17日に支払われていた。 

 

イ 岐阜市会計規則第64条の2第1項は、支出負担行為として整理する時期は別表 

第2に定める区分によるものとし、別表第2では、需用費及び役務費の支出負担 

行為として整理する時期は「契約を締結するとき又は請求のあったとき」と規 

定している。 

しかしながら、次の事案について、支出負担行為として整理する時期を契約 

の締結日とすべきところ、教育政策課において、令和6年6月21日付けで契約が 

締結されたライオン事務器断裁機刃研ぎ手数料は令和6年8月22日に至るまで、 

令和6年8月30日付けで契約が締結された藍川東中学校給食室水栓修繕料は令和 

6年11月6日に至るまで、それぞれ支出負担行為書が作成されていなかった。 

 

ウ 岐阜市会計規則第 65 条第 1項は、「支出命令書を作成しようとするときは、

予算の節及び債権者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者

名の正誤並びに支出の内容が法令等又は契約に違反する事実がないかを調査 

しなければならない。」と規定している。 

しかしながら、令和 6年 4月下旬、学校指導課の事業担当職員Ａが、新たに

教育支援委員会委員に就任した委員Ｘから相手方登録申請書を受領し、会計 

課に提出するとともに、同課の庶務担当職員Ｂにその写しを渡したが、職員Ｂ

は、財務会計システムに登録のあった委員Ｘと同姓同名の同委員会委員では 

ないＹ氏を委員Ｘと誤認し、同課が管理する委員名簿に誤ってＹ氏の相手方 

登録番号、氏名及び住所を記入した。職員Ａによる当該名簿の点検時において

も、この誤記載に気が付くことができなかったため、令和 6年度教育支援委員

会定例会の開催等の都度、教育政策課庶務係の支払担当職員が学校指導課か 

らの支払依頼及び当該名簿に基づく支出命令書を作成し回議した結果、委員 

会定例会等計 7 回分の費用弁償（旅費）26,760 円を委員Ｘに支払うべきとこ 

ろ、誤ってＹ氏に支払われた。また、令和 7年 3月 31 日、報酬 21,404 円につ

いても同様に誤ってＹ氏に支払われた。 

さらに、令和７年度の委員名簿作成時、新任となった学校指導課の事業担当

職員Ｃは、再任した委員については改めて記載内容を確認しなかったため、委

員Ｘの誤記載に気が付かず、令和 7 年度の委員会定例会等計 2 回分の費用弁 

償 3,219 円についても同様に誤ってＹ氏に支払われた。 



 

エ 市橋放課後児童クラブ利用者のための駐車スペースとして借り上げた物件に

ついて、令和 6年 4月 1日に締結した賃貸借契約書には、支払期限は、「毎月

末日までに翌月分を支払う」と記載されている。 

しかしながら、5 月 16 日、教育政策課担当職員が 6 月分市橋放課後児童ク 

ラブ駐車場賃借料に係る支払準備を進めていたところ、4 月末日が支払期限と

なる 5 月分の賃借料 12,000 円の支払がされていないことが判明し、5 月 17 日

に支払うとともに、支払遅延に係る延滞損害金 81 円が 6 月 13 日に支払われ 

ていた。 

 

   今後は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律、岐阜市会計規則及び契約相

手方と合意した内容を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 

 

 （３）適正な事務執行について 

ア 全国及び県内自治体において、放送法に基づくＮＨＫ放送受信契約が未締結

であり、受信料の未払があった案件の報道を受け、令和 7 年 4 月 9 日に行政 

 部管財課が受信契約に係る調査をしたところ、ＮＨＫ放送受信料の対象と指 

 摘された教育施設課の携帯電話 1 台分（平成 26 年 4 月から令和 7 年 5 月まで 

 契約未締結）及び学校安全支援課の携帯電話 1 台分（平成 27 年 7 月から令和 

7 年 6月まで契約未締結）の受信料が 8月に支払われていた。 

 

イ 令和 6 年 10 月分（11 月請求分）までの公用車燃料費の支払については、契

約相手方の石油元売り業者から管財課宛てに一括で届く請求書及び請求内訳 

 書を、管財課が該当する各部主管課へメールにて送付した後、各部等において 

支出命令書を作成し、支払処理を行う運用となっていた。 

     しかしながら、教育政策課において、令和 6年 10 月 2日に管財課からメー 

ルを受信した 9 月分の公用車燃料費の請求書は、教育政策課及び科学館が該 

当しており、教育政策課については同課において支出命令書を作成し、科学館

については、管財課からのメールを転送し、支出命令書を作成してもらうべき

ところ、教育政策課管理係の担当職員は、科学館へメールを転送していなかっ

たため、科学館分の公用車燃料費 5,878 円が未払となっていた。 

 

ウ 契約は、原則として相対する二つ以上の意思の合致によって成立するもので



あり、契約書は、後日契約上の紛争が生じた場合の合理的な解決に資するた 

め、立証資料となるものとされている。 

     しかしながら、岐阜商業高等学校において令和 6 年 4 月 1 日付けで締結さ 

れた「岐阜商業高等学校火災非常通報装置保守点検業務委託」に係る契約書（3

か月分ごとの年 4 回支払）について、令和 7 年 1 月 7 日、受託事業者から 3 回

目の請求に基づき、10～12 月分の支払手続を行おうとしたところ、支出命令 

書に添付する契約書及び支出負担行為書等の書類一式が見当たらず、直ちに 

捜索したものの、当該契約書等の書類一式が行方不明であることが判明した。

このため、当該支払の代替手続として、契約書については写しを用いて、支出

負担行為書等については再出力等して支払われていた。 

 

エ 岐阜市教育委員会事務決裁規程第 3条第 1項は、「決裁の手続の過程は、順

次所属上司の決裁を得て、専決者又は教育長の決裁を受けなければならな 

い。」と規定し、同規程第 7条は、教育委員会委任事務等における課等の専決

事項として、課長等の共通専決事項は岐阜市事務決裁規則別表第 1 共通専決 

事項の表に規定する課長等の専決事項の欄の規定を準用する旨規定し、同規 

則別表第 1 共通専決事項の財務に関する事項のア支出負担行為等に関する事 

項は、委託料のうち、500 万円未満の契約締結伺は課長等の専決事項となる旨

規定している。 

しかしながら、令和 7年 7月、学校指導課の担当職員は、非認知能力可視化

や育成支援に係るクラウドサービス「Ｅｄｖ Ｐａｔｈ（エデュパス）」を藍

川北学園に無償で試験導入するため、導入に係る業務を当該サービス運用事業

者に委託するにあたり、専決者である学校指導課長に口頭で報告したのみで、

意思決定を行うにあたり、決裁の手続を経ないでサービスの申込をした。 

     また、個人情報の保護に関する法律第 67 条は、個人情報の取扱いに従事す 

る行政機関等の職員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに

他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない旨規定している。また、

同法第 66条は、「行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の

防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じな 

ければならない。」と規定している。 

しかしながら、12 月 3 日、当該サービスを提供するソフトウェア運用事業 

者がランサムウェアの攻撃を受けたため、当該サービスを利用していた 5 年生

から 9 年生までの児童生徒 136 名及び教職員 14 名の計 150 名の氏名、性別及



びアンケート回答データ等の個人情報が流出した可能性があることが判明し 

た。 

 

オ 岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例第 15 条は、自転車利 

用者は当該自転車利用者の利用、自転車をその事業の用に供する事業者は当 

該事業の用に供する自転車を道路において利用する者の利用に係る自転車損 

害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該利用者、当該事業 

者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措 

置が講じられているときは、この限りではない旨規定されている。 

しかしながら、小学校又は中学校において使用されている公用自転車 32 台

のうち 30 台について、当該自転車を利用する者の利用に係る自転車損害賠償

責任保険への加入がされていなかった。 

 

 今後は、放送法、岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例及び岐 

阜市教育委員会事務決裁規程を遵守するとともに、同様の事案が起こらないよう、 

 チェック機能の強化による再発防止に取り組み、適正な事務執行に努められたい。 

 

 （４）事故の防止について 
令和 7 年 5 月 13 日に本荘中学校敷地内において、除草作業中に飛び石が発生し、  

グラウンドにいた生徒に対する人身事故が発生した。 

飛び石による物損事故については、令和元年度、令和 3 年度及び令和 5 年度の定  

期監査においても同様の指摘をしている。草刈作業手順マニュアルの遵守、作業 

前の安全確認や防護対策の措置について万全を期し、安全管理を徹底されたい。 

 

（５）個人情報保護の徹底について 

個人情報の保護に関する法律第 67 条は、個人情報の取扱いに従事する行政機 

関等の職員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に利用してはならない旨規定している。また、同法第 66 条 

は、「行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の

保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならな  

い。」と規定している。 

しかしながら、以下の漏えい又は紛失があった。 

ア 令和 6 年 5 月 10 日、芥見小学校において、学級担任が学校と保護者の間で  



欠席・遅刻や宿題等の相互連絡がデジタル化されたシステム「スマート連絡帳」

を使用して、欠席児童の保護者 1名に対し、時間割等を送信する際、送信先に     

誤って 1 年生の保護者 51 名全員を設定し、時間割情報等以外に、メール本文     

に当該欠席児童の氏名及び体調等の個人情報が記載されたメールを送信した。 

さらに、5月 31 日、網代小学校において、学級担任が「スマート連絡帳」を 

使用して、6 年生の保護者 11 名全員に対し、学年通信のＰＤＦファイルを添   

付して送信する際、当該ファイルではなく、誤って 6 年生 11 名全員の氏名及   

び学習履歴（ミニテストの正誤答数）の個人情報がＷＥＢ上で閲覧可能となる  

二次元バーコードが掲載された別のファイルを添付し送信した。 

 

イ 令和 6 年 7 月 17 日、鷺山小学校において、学級担任が、言語通級指導教室  

の児童 1 名の氏名及び指導状況等が記載された連絡ノート 2 日分が入ったフ 

ァイルケースを当該児童に手渡す際、誤って同じ言語通級指導教室で学習して

いる別の児童に手渡した。 

 

ウ 令和 6 年 4 月 25 日、長森南放課後児童クラブの支援員が児童の忘れ物を保 

護者に連絡するため、社会・青少年教育課から貸与されている携帯電話を使用 

してメールを送信しようとしたところ、設定を誤って、グループ登録していた 

保護者 15 名全員がそれぞれメールアドレスを相互に見ることができる状態で 

送信した。 

 

エ 令和 6 年 3 月 13 日、鏡島放課後児童クラブの支援員が保護者 10 名あてに、

また、5 月 7 日、柳津放課後児童クラブの支援員が保護者 50 名あてに 2 回に 

分けてパソコンを使用してメールを送信したところ、パソコンに適用されてい

るべき他の受信者のメールアドレスを強制的に非表示にして送信する機能が  

適用されず、鏡島放課後児童クラブにおいては 10 名のメールアドレスを相互 

に見ることができる状態で、柳津放課後児童クラブにおいては 1 回目は 1 名の

メールアドレスを他の 25 名の受信者が見ることができる状態で、2 回目は 1  

名のメールアドレスを他の 23 名の受信者が見ることができる状態で送信し  

た。 

 

オ 令和 7 年 1 月 14 日、鷺山放課後児童クラブに支援員が出勤したところ、社

会・青少年教育課から貸与されている携帯電話 1 台が見当たらず、直ちに捜索



し、1 月 15 日にかけて、他の支援員や社会・青少年教育課職員も加わり、教室

内や当該支援員の行動範囲を捜索したものの、行方不明であるため、携帯電話

に加え、当該電話に登録された保護者 29 名及び他の支援員 10 名、計 39 名分

の氏名、電話番号及びメールアドレスを紛失したと判断した。 

 

 今後は、同様の事案が起こらないよう、職員に対し、個人情報の保護に関す 

る法律を遵守し、個人情報の取扱いに十分注意するよう指導徹底を図られたい。 

 

 

 

 

  


